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危険な屋外広告物を見かけたら
すぐにご連絡ください！

●市民の皆様へ
市内で、冬期中に吾妻おろしなどの猛烈な北西風により、屋
外広告物が飛ばされたり、倒壊、落下する事故が発生しました。
今回の事故で被害は出ておりませんが、高所からの看板の落
下は人命にかかわる事故につながりかねません。
下記のような屋外広告物を発見した際には、下記の担当へ
速やかにご連絡ください。

【お問い合わせ先】
福島市役所
都市政策部都市計画課景観係
電話：０２４－５７３－４９７９

～こんな屋外広告物を見つけたらすぐに連絡して下さい～

●事業者の皆様へ
屋外広告物を福島市内に掲出する際には、屋外広告物の

大小の規格にかかわらず、市へ設置の協議を行う必要があ
ります。規格によっては、許可物件となります。自己の敷地で
あっても市へ協議なく設置することは法令違反となります。ご
注意ください。

屋外広告物とは

●常時又は一定の期間継続して、屋
外で公衆に表示されるものであって、
看板、立看板、はり紙及びはり札並
びに広告塔、広告板、建物その他の
工作物等に掲出され、又は表示され
たものをいいます。

（例①）転倒した屋外広告物 （例②）転倒しかけているもしくは

ぐらつきがみられる屋外広告物


